
 当事業所は契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供し

ます。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意

いただきたい事項について次のとおり説明いたします。

 ご契約者が居宅での介護サービスやその他の保健医療サー

ビス、福祉サービスを適切に利用することができるよう、次

のサービスを行います。

ご契約者の心身の状況やご契約者とそのご家族等の希望をお伺い

し、「居宅サービス計画（ケアプラン）」を作成します。

ご契約者の居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保さ

れるよう、ご契約者及びそのご家族等、指定居宅サービス事業者

等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を

把握します。

必要に応じて、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サー

ビス計画を変更します。

 本サービスのご利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定

された方が対象です。

 また、要介護認定をまだ受けていない方でもサービスを利用できる可能

性がありますので、ご相談ください。

指定居宅介護支援

重要事項説明書

(1)

(2)

(3)

当事業所は介護保険事業所の指定を受けています。

（長野県指定 第2072600014号）

平成 18 年 4 月 1 日指定

☆居宅介護支援とは
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1 事業者

社会福祉法人　木曽町社会福祉協議会

長野県木曽郡木曽町日義1600番地1

０２６４-２６-１１１６

会　長

平成１８年 ４月 １日

2 事業所の概要

指定居宅介護支援事業所

木曽町社会福祉協議会居宅介護支援センター

長野県木曽郡木曽町日義1600番地1

０２６４-２６-２２２６

伊 藤 　恵

平成１８年 ４月 １日

月曜日 ～ 金曜日

午前８時３０分～午後５時３０分

木曽町内

土曜日・日曜日・祝日・夜間の場合のみ

０９０-４７３０-５５７２

※ 上記地域以外の方も、ご希望の方はご相談ください。

ただし、祝日及び１２月２９日～１月３日を除く

営 業 時 間

通常の実施区域

上記以外の連絡先

事 業 所 の 名 称

事業所の所在地

電 話 番 号

管 理 者 氏 名

開 設 年 月 日

営 業 日

法 人 所 在 地

電 話 番 号

代 表 者 氏 名 邑 上 豊 美

設 立 年 月 日

事 業 所 の 種 類

法 人 名
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3 事業の目的と運営方針

事業の目的

 社会福祉法人木曽町社会福祉協議会が運営する木曽町社会福祉協議会

居宅介護支援センターが行う指定居宅介護支援事業の適正な運営を確

保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支

援専門員その他の従業者が、要介護状態となった高齢者に対し、適正

な指定居宅介護支援を提供することを目的とします。

当事業所の運営方針

 当事業所の介護支援専門員は、要介護状態となった場合においても、

ご契約者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自

立した日常生活を営むことができるよう配慮し、またご契約者からの

選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な

事業者から包括的かつ効率的に提供されるよう配慮します。

 当事業所の介護支援専門員は、ご契約者の意思及び人格を尊重し、常

にご契約者の立場に立って、提供される指定居宅サービス等が特定の

種類または特定の居宅サービス事業所に不当に偏ることのないよう、

公正中立に行います。さらに、居宅サービス事業所の選定にあたって

は、ご契約者から複数の事業所の紹介を求めることができます。また、

ご契約者が希望する場合は、当該居宅サービス事業所をケアプランに

位置づけた理由をご説明します。

 作成したケアプランにおけるサービス（訪問介護・通所介護・地域密

着通所介護・福祉用具）の利用状況は別紙のとおりです。

 事業の実施にあたっては、老人福祉法第２０条７の２に規定する老人

介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等と

の連携に努めます。

(1)

(2)

3



4 職員の体制

 当事業所では、ご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供

する職員として、以下の職種の職員を配置しています。　　　　　

（令和7年4月1日現在）

5 当事業所が提供するサービスと利用料金

サービスの内容（契約書第３～６条関係）

 当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。　

① 居宅サービス計画の作成

ご契約者のご家庭を訪問させていただき、ご契約者の心身の状況、

置かれている環境等を把握した上で、居宅介護サービス及びその

他の必要な保健医療サービス、福祉サービス（以下、「指定居宅

サービス等」という。）が、総合的かつ効率的に提供されるよう

に配慮し、居宅サービス計画を作成します。

【居宅サービス計画の作成の流れ】

次の事項を介護支援専門員が担当します。

I ご契約者の居宅を訪問させていただき、ご契約者及びご家族に

お会いして情報を収集し、全国社会福祉協議会のアセスメント

シートを使用して解決すべき課題を把握します。

Ⅱ 当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービス

の内容、利用料等の情報を適正にご契約者及びそのご家族に提

供し、ご契約者に居宅サービス等の選択を求めます。

Ⅲ 提供される居宅サービスの目標、その達成時期、居宅サービス

を選択する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画原案を

作成します。

Ⅳ  居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等につ

いて、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、

介護支援専門員 8 名
指定居宅介護支援の提供にあ
たる。

(1)

職 種 常 勤 非 常 勤 職 務 の 内 容

管理者 兼
主任介護支援専門員

1 名
事業所の従業者の管理及び業務管
理を行うとともに指定居宅介護支
援の提供にあたる。
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内容、利用料等についてご契約者及びそのご家族に説明し、ご

契約者から文書による同意を受けます。

Ⅴ その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。

② 居宅サービス計画作成後の経過観察・再評価

 居宅サービス計画作成後は、次の事項を介護支援専門員が担当し

ます。

I ご契約者及びそのご家族等、指定居宅サービス事業者等との連

絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。

Ⅱ 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指

定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。

Ⅲ ご契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請支援等の必

要な援助を行います。

③ 居宅サービス計画の変更

 ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業

者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご

契約者の双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更いたします。

④ 医療サービスのご紹介

 ご契約者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービス

の利用を希望される場合には、ご契約者の同意を得て主治医等の意

見を求めます。その際、当該ケアプランを主治医等に交付します。

⑤ 介護保険施設への紹介                           

 ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認

められる場合またはご契約者が介護保険施設等への入院または入

所を希望する場合には、介護保険施設への紹介などの便宜の提供

を行います。

サービス利用料金について　（契約書第８条関係）

 居宅介護支援に関するサービス利用料金は、介護保険の給付費から全

額給付されるので、ご契約者の自己負担はありません。ただし、ご契

約者の介護保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払わ

れない場合、１ヶ月につき要介護度別の料金をいただき、当事業所か

ら「サービス提供証明書」を発行いたします。

 このサービス提供証明書を後日木曽町役場の窓口に提出しますと差額

の払い戻しを受けることができます。

(2)
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〈サービス利用料金と基本加算〉

 当事業所では介護支援専門員１人当たりの利用者数が45人未満で

あるため、居宅介護支援費Ⅰ(ⅰ)のサービス利用料金を算定して

います。

また上記サービス利用料金に下記➀②の加算を算定します。

①  当事業所は、厚生労働大臣の定める所定の地域に所在する事業所

のため、上記のサービス利用料金に特別地域加算（15％）を加算

します。

② 当事業所は、ご契約様に関する情報またはサービス提供に当たっ

ての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催する

など、厚生労働大臣が定める基準に適合しますので一月につき

4,210円/月[特定事業所加算(Ⅱ)]を加算します。

※ 当事業所が運営基準減算（居宅介護支援の業務が適切に行われな

い場合の減算）に該当する場合は、上記金額の50/100となります。

また、2か月以上継続して該当する場合には算定しません。

※ 特定事業所集中減算（居宅サービスの内容が特定の事業所に不当

に偏っている場合の減算）に該当する場合は、上記金額より2,000

円が減額されます。

居宅介護支援費Ⅰ(ⅰ) 10,860 円 14,110 円

基 本 加 算

特定事業所加算(Ⅱ) 4,210 円/月

サービス利用料金

取り扱い件数区分 要 介 護 １ ． ２ 要 介 護 ３ ～ ５
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〈その他の加算〉

その他加算としまして下記サービスを実施した場合、対応する加

算を算定します。

その他の費用について

① 交通費

 通常の事業実施地域（木曽町内）にお住まいの方は無料です。そ

れ以外の地域にお住まいの方の場合は、下記の交通費をいただくこ

とがあります。

自動車利用の場合（1㎞につき） 30 円/㎞

(3)

公共交通機関利用の場合 実費をいただきます。

6,000 円/回

退院・加算(Ⅱ)ロ 7,500 円/回

ターミナルケア
マネジメント加算

4,000 円/月

終末期の医療やケアの方針に関す
る当該利用者又はその家族の意向
を把握した上で、その死亡日及び
死亡日前14日以内に2日以上、当該
利用者又は家族の同意を得て、当
該利用者の居宅を訪問し、当該利
用者の心身の状況等を記録し、主
治医及び居宅サービス事業所と情
報連携した場合に加算する。

加算 加算額 算 定 の 回 数 等

初回加算 3,000 円/月

新規に居宅サービス計画を作成す
る場合、要支援者が要介護認定を
受けた場合、介護状態が２区分以
上変更された場合に居宅サービス
計画を作成する場合

入院時情報連携加算
（Ⅰ）

2,500 円/月 介護支援専門員が、当該病院また
は診療所の職員に対して必要な情
報提供を行った場合入院時情報連携加算

（Ⅱ）
2,000 円/月

退院・加算(Ⅰ)イ 4,500 円/回

退院等に当たって病院職員等から
必要な情報を受けて、居宅サービ
ス計画を作成し居宅サービス等の
利用に関する調整を行った場合
（入院また入所期間中3回を限度）

退院・加算(Ⅰ)ロ 6,000 円/回

退院・加算(Ⅱ)イ

通院時情報連携加算 500 円/回

病院等を受診する際に同席し、主
治医等と必要な情報の連携を行っ
た上で、居宅サービス計画に記録
した場合に加算する。
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利用料金のお支払い方法

 利用料金等が発生する場合は、１か月ごとに計算しご請求しますの

で、翌月２５日までに以下のいずれかの方法でお支払いください。

Ⅰ 本会が指定する金融機関の口座への「振込」

Ⅱ 金融機関口座からの「口座振替」

Ⅲ 本会窓口への「現金」による支払い

6 サービスの利用に関する留意事項

サービス提供を行う「介護支援専門員」

サービス提供時には、担当の介護支援専門員を決定します。

介護支援専門員の交替（契約書第６条）　

① 事業者からの介護支援専門員の交替

 事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。

介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者に対してサービス利

用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。

② ご契約者からの交替の申し出

 選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護

支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望す

る理由を明らかにして、事業者に介護支援専門員の交替を申し出

ることができます。ただし、ご契約者から特定の介護支援専門員

の指名は原則としてできません。

他の居宅介護支援事業者への居宅サービス計画等の情報提供

 契約者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、契

約者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、居宅サー

ビス計画等の情報提供に誠意をもって応じます。

介護保険被保険者証の確認

 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載さ

れた内容（被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定

の有効期間）を確認させていただきます。なお、被保険者の

住所などに変更があった場合は速やかに当事業所までお知ら

せください。

(4)

(4)

(1)

(2)

(3)
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7 医療機関との連携について

 ご契約者が医療機関に入院する必要が生じた場合には、担当の介護支援

専門員にご連絡をいただくとともに、当該医療機関等に対して担当の介

護支援専門員の氏名及び連絡先をお伝えください。担当の介護支援専門

員は、ご契約者に効果的な医療及び介護が提供されるよう、主治医等に

対して、ご契約者の医療及び介護に必要な情報（介護度、心身の状況、服

薬の状況等）を提供させていただきます。

8 虐待の防止について

 介護支援専門員は、契約者等の人権の擁護・虐待防止等のために、地域

包括支援センター等と協議し必要な措置を講じます。

人権の擁護・虐待の防止等に関する責任者の選定

虐待防止責任者 伊藤　恵

虐待の防止のための対策を検討する「虐待防止検討委員会」の設置

苦情解決体制の整備

虐待の防止を啓発・普及するための職員等に対する研修の実施

その他、契約者の人権、虐待の防止等のための必要な措置

サービス提供中に、職員または介護者（契約者の家族等、契約者を現

に介護する者）による虐待を受けたと思われる契約者を発見した場合

は、速やかに、これを木曽町等に通報するものとします。

9 身体の拘束等について   

　事業所はご契約者様の尊厳と主体性を尊重し、身体の拘束等を安易に

正当化することないよう職員一人ひとりが意識を持ちます。

　また、事業所は定期的な委員会等の開催、研修等を行い適正な支援の

実施を行い、必要に応じて協議の場を設けます。

緊急時の対応

 居宅介護支援事業の提供により、事故が発生した場合やご契約者の身体

状況が急変した場合など必要な場合は、速やかにご契約者のご家族等や

主治医、指定医療機関等に連絡するなどの必要な処置を講じます。

(5)

(6)

10

(1)

(2)

(3)

(4)
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感染症及び食中毒の発生、まん延防止について
　当事業所は、感染症または食中毒が発生し、またはまん延防止に努め

るため、次の措置を講じます。

事業所は感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対応を

検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業員へ周知して

いきます。

事業所は感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針の

整備をします。

事業所は職員に対して感染症及び食中毒の予防及びまん延防止の

ための研修並びに訓練を定期的に実施いたします。

業務継続計画(BCP)の作成について
　当事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する指定居

宅介護支援の提供を継続的に実施、また非常時の体制で早期の業務再開を

図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計

画に従い必要な措置を講じるよう努めます。

事業所は職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施します。

事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業

務改善計画の変更を行います。
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苦情の受付について（契約書第17条関係）

当事業所に対する苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。

月 金

午前８時30分

～ 午後５時30分

月 金

午前８時30分

～ 午後５時30分

【木曽町の窓口】

月 金

午前８時30分

～ 午後５時15分

【保険者の窓口】

月 金

午前８時30分

～ 午後５時15分

【長野県国民健康保険団体連合会の窓口】

月 金

午前９時00分

～ 午後５時00分

【長野県福祉サービス運営適正化委員会の窓口】

月 金

午前９時00分

～ 午後５時00分

長野県福祉サービス運営適
正化委員会

受 付 日 時 ：

曜 日 ～ 曜 日

電 話 番 号 ： ０１２０-２８７-１０９

長野県国民健康保険団体連合会

介護保険課 苦情処理係

受 付 日 時 ：

曜 日 ～ 曜 日

電 話 番 号 ： ０２６-２３８-１５８０

【法人の窓口】

社会福祉法人
木曽町社会福祉協議会

苦情受付担当者： 安 藤 総

苦情解決担当者： 谷 本 晃 泰

受 付 日 時 ：

曜 日 ～

木曽広域連合 健康福祉課
受 付 日 時 ：

曜 日 ～ 曜 日

電 話 番 号 ： ０２６４-２３-１０５０

曜 日

電 話 番 号 ： ０２６４-２６-１１１６

木曽町 保健福祉課
受 付 日 時 ：

曜 日 ～ 曜 日

電 話 番 号 ： ０２６４-２２-４０３５

苦情受付担当者： 岩 井 美 紀

苦情解決担当者： 伊 藤 恵

受 付 日 時 ：

曜 日 ～ 曜 日
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【事業所の窓口】

社会福祉法人
木曽町社会福祉協議会

電 話 番 号 ： ０２６４-２６-２２２６
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個人情報の取り扱いについて

 当事業所では、あらかじめご契約者の同意を得た上で、個人情報を次に

定める条件と範囲内で使用いたします。

使用する目的

① 事業所が、介護保険法令に従い、ご契約者様の居宅サービス計画

に基づいた、指定居宅サービス等を円滑に実施するために行う

サービス担当者会議等において必要な場合

② 事業所とサービス提供事業者や関係機関等との連絡調整において

必要になった場合

③ 事業所が認めた居宅介護支援専門員の研修を行う目的の者が、担

当の居宅介護支援専門員に同行して研修を行う場合

使用にあたっての条件

① (1)に記載する目的の範囲で提供する個人情報は必要最低限の範囲

とし、他には決して漏れることのないよう十分留意します。

② 事業所は個人情報を使用した会議内容等について記録し保存します。

個人情報の内容

① 氏名・住所・健康状態・病歴・家族状況など居宅介護支援事業を

行うために最低限必要な情報

② 認定調査票、主治医意見書、介護認定審査会における判定結果の

意見（認定結果通知書）、介護保険負担割合証等、居宅介護支援

事業に必要とされる事項

③ その他必要な個人情報

※  「個人情報」とは契約者及び家族等に関する情報で、特定の個

人が識別され、または識別されうる情報等をいいます。

使用する期間

 居宅介護支援の契約締結日から契約終了日までの間とします。
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令和 年 月 日

 指定居宅介護支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき

重要事項の説明を行いました。

＜事業者＞

社会福祉法人　木曽町社会福祉協議会

長野県木曽郡木曽町日義1600番地1

＜事業所＞

木曽町社会福祉協議会居宅介護支援センター

長野県木曽郡木曽町日義1600番地1

介護支援専門員

氏 名 ㊞

 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、

指定居宅介護支援サービスの提供開始に同意しました。

＜契約者＞

㊞

＜契約代理人＞

㊞

＜家族代表者＞

㊞氏 名

住 所

氏 名

住 所

説明者職・

住 所

氏 名

会 長 邑 上 豊 美

事 業 所

所 在 地

法 人

所 在 地

代 表 者
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